
一
頁

独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
文
部
科
学
省
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
抜
粋
）

（
独
立
行
政
法
人
国
立
国
語
研
究
所
法
及
び
独
立
行
政
法
人
メ
デ
ィ
ア
教
育
開
発
セ
ン
タ
ー
法
の
廃
止
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
法
律
は
、
廃
止
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
国
立
国
語
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
一
号
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

二

第
一
条
の
規
定
、
第
二
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
、
次
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項

か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
（
独
立
行
政
法
人
国
立
国
語
研
究
所
（
以
下
「
国
立
国
語
研
究
所
」
と
い
う
。
）
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
（
略
）

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

（
国
立
国
語
研
究
所
及
び
メ
デ
ィ
ア
教
育
開
発
セ
ン
タ
ー
の
解
散
等
）

第
二
条

附
則
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
人
は
、
こ
の
法
律
（
国
立
国
語
研
究
所
に
あ
っ
て
は
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
。

次
項
及
び
附
則
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行
の
時
に
お
い
て
解
散
す
る
も
の
と
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
承
継

す
る
資
産
を
除
き
、
そ
の
一
切
の
権
利
及
び
義
務
は
、
そ
の
時
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
法
人
が
承
継

す
る
。

二
頁

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
附
則
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
人
が
有
す
る
権
利
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
法
人
が
そ
の
業
務
を
確
実
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
資
産
以
外
の
資
産
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
に
お
い
て
国
が
承

継
す
る
。

４

国
立
国
語
研
究
所
の
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
に
始
ま
る
事
業
年
度
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

百
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
解
散
の
日

の
前
日
に
終
わ
る
も
の
と
す
る
。

（
国
語
に
関
す
る
調
査
研
究
等
の
業
務
の
維
持
及
び
充
実
の
た
め
の
措
置
）

第
十
四
条

国
は
、
国
立
国
語
研
究
所
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
国
語
及
び
国
民
の
言
語
生
活
並
び
に
外
国
人
に
対
す
る
日
本

語
教
育
に
関
す
る
科
学
的
な
調
査
及
び
研
究
並
び
に
こ
れ
に
基
づ
く
資
料
の
作
成
及
び
そ
の
公
表
等
（
以
下
「
国
語
に
関
す

る
調
査
研
究
等
」
と
い
う
。
）
の
業
務
が
、
人
間
文
化
研
究
機
構
に
お
い
て
引
き
続
き
維
持
さ
れ
、
及
び
充
実
さ
れ
る
よ
う
、

必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
検
討
）

第
十
五
条

国
は
、
国
語
に
関
す
る
調
査
研
究
等
の
業
務
の
重
要
性
を
踏
ま
え
、
当
該
業
務
の
人
間
文
化
研
究
機
構
へ
の
移
管

後
二
年
を
目
途
と
し
て
当
該
業
務
を
担
う
組
織
及
び
当
該
業
務
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
則
別
表
（
附
則
第
二
条
、
附
則
第
六
条
、
附
則
第
九
条
、
附
則
第
十
一
条
関
係
）

国
立
国
語
研
究
所

人
間
文
化
研
究
機
構

第
二
号
施
行
日


